
新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第３期実行計画

　　　平成２４年度実施結果について（建設緑政局）

１　　趣旨 ２　主な施策の実施結果について

　新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第３期実行計画の平成２４年度実施結果として、

建設緑政局の施策評価結果を取りまとめました。

２　　新総合計画「川崎再生フロンティアプラン」第３期実行計画　平成２４年度実施結果（概要）

　　１　政策体系に位置付けられた施策課題の実施結果

第３期実行計画に位置付けられている２４２の施策課題（再掲を除く。）のうち、建設緑政局が

　　所管する施策課題は２４課題あり、それらについて平成２４年度の施策評価を行った結果、どの施策

　　課題も、「施策の目標」の実現に向け、施策は概ね順調に推進したという評価となりました。

　　　　内訳としては、施策が順調に推進したものが２１課題、そのうち新たな課題がないものは６課題、

　　新たな課題等があるが今後も現在の取組の継続等により対応できるものは１５課題ありました。一方、

　　施策が一定程度推進したものの、新たな課題等があり、計画の見直し等が必要なものが３課題あり

　　ました。

表１　　達成状況区分別　施策課題数と構成比（建設緑政局）
評価区分 施策課題数 構成比（％）

Ⅰ

●「施策の目標」の実現を阻害するような新
たな課題や残された課題等はなく、「施策
の目標」に向かって順調に進捗している場
合

6 25

Ⅱ

●新たな課題や残された課題等があるが、
「施策の目標」の実現を阻害するようなもの
ではなく、今後も現在の取組の継続又は一
部改善により対応できる場合

15 62.5

【施策が一定程度推進したもの】

【施策が推進していないもの】

24 100
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―

A

B

C

【施策が順調に
推進したもの】

合計

内容

●新たな課題や残された課題等があり、「施策の目標」の実現に向
けて、計画の見直しや取組の改善が必要な場合

●施策課題の配下の事務事業で、新たな課題等があり、目標を下
回ることなどにより、課題解決が一定程度に留まり取組の見直しが
必要な場合

●前提としていた諸条件（法制度）等が大きく変化し、取組内容の
抜本的な見直しを行わなければ「施策の目標」の実現が困難な場
合

●施策課題を構成する主要な事務事業が、新たな課題の出現に
より大幅に遅れ、または、対応困難なものとなるなど目標を大きく下
回ることとなり、施策課題の解決に向け停滞している場合

施策評価結果：ＡⅡ

施策評価結果：Ｂ

施策評価結果：ＡⅡ

施策評価結果：Ｂ

施策評価結果：ＡⅡ

施策評価結果：ＡⅠ

施策評価結果：ＡⅡ

施策評価結果：ＡⅡ

（１）【安全で安心な道づくり】

＜別冊１：（８４頁）＞

＜別冊１：（９２頁）＞

＜別冊１：（２９０頁）＞

＜別冊１：（２９６頁）＞

＜別冊２：（１４０頁）＞

＜別冊２：（１７８頁）＞

＜別冊１：（７８頁）＞

＜別冊１：（８０頁）＞

（３）【適正な道路管理】

（４）【自転車等の放置防止対策の推進】

（７）【幹線道路網の整備】

（２）【地域特性に応じた快適な道路整備】

（５）【樹林地等の保全】

（６）【地域特性を活かした特色ある公園緑地の整備】

（８）【多摩川における市民活動と連携の支援】

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

21

(87.5%)

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・
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